
今後のスケジュール （予定）

令和５年４月１日 改正博物館法施行

令和４年２月22日 「博物館法の一部を改正する法律案」閣議決定
３月24日 衆議院本会議採決 → 賛成多数で可決
４月 ８日 参議院本会議採決 → 賛成多数で可決 → 成立
４月15日 公布

５月20日 博物館部会（第1回）
↓
６月(予定) 博物館部会での議論（第２回）
↓
７月(予定)  博物館部会での議論（第３回）⇒部会の議論を踏まえた基準等のイメージ提示
↓

政省令の具体的な制定の手続き

８月 地方財政措置要望、税制改正要望（地方税の措置）、予算要求
12月 税制大綱、予算概算決定

令和10年３月31日

5年間は法改正前に登録を受けていた博物館は登録を受けているものとみなされる
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